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はじめに 

食品衛生管理への HACCP（Hazard  Analysis  and  Critical  Control Point）導入につ

いては、１９９３年コーデックス委員会においてガイドラインが示されてから２０年以上が経

過し、先進国を中心に義務化が進められて来ました。HACCP による衛生管理は、我が国から

輸出する食品にも要件とされるなど、今や国際標準となっています。 
厚生労働省は、我が国の食品産業に HACCP を制度化するための具体的な枠組み等について、

２０１６年３月から「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を９回開催し、コーデック

ス HACCP の７原則を要件とする基準を原則として適用するが、この原則をそのまま実施する

ことが困難な小規模事業者や一定の業種で弾力的な運用を可能とするため、HACCP の考え方

を取り入れた衛生管理の基準も併せて導入することとなり、すべての食品事業者が制度化の対

象となりました。 
このような状況の下、小規模事業者が多数を占める穀粉業界にあって、HACCP の制度化に

対応し、傘下組合員の早期の HACCP 導入を図るため、今般、小規模事業者でも実践可能かど

うかの検証を行い「米粉等製造における HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引

書」を新たに作成致しました。 
HACCP は、原料の受け入れから製造・出荷に至る工程において、発生する恐れのある生物

的、化学的、物理的危害要因を予め分析（危害要因分析）し、原料の受け入れから製品の出荷

までのどの段階でどのような危害要因が生じ、どのような対策を講じればそれを管理（除去、

許容レベルまで低減）できるかを検討し、重要管理点として定め、この重要管理点に対する管

理基準や基準の測定法を定め、これを継続的に記録することにより製品の安全性を確保してい

く科学的な衛生管理の手法です。 
組合員の皆様におかれましては、本手引書を活用され、食品の安全性確保の自主的な取り組

みを一層促進するため、一般衛生管理及び HACCP の考え方によって衛生管理を「見える化」

し、これを実践することにより、穀粉製造に係る信頼性の更なる確保につながることを願って

おります。 
なお、「米粉等製造における HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」は、

以下の委員の方々の協力のもとに作成されました。厚くお礼申し上げます。 
 

全国穀類工業協同組合 HACCP 手引書作業部会委員 （「敬称略」） 
神田 哲也  （日の本穀粉株式会社 品質設計保証部） 
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１．一般衛生管理計画 

１－１．製造工程図 
 米粉（含む玄米茶用原料）の基本的な製造工程図は、別紙１（別添１「生粉製品：ベー

ター型」（Ｐ６）、別添２「糊化製品：アルファ型（Ｐ７）、別添３「玄米茶用原料：焙煎米、

花」（Ｐ８））のとおりです。 
１－２．一般衛生管理のポイント 
 米穀粉等を原料とした製品については、過去、製品に由来する重大な食品事故は発生し

ておりませんが、衛生管理を行う際のポイントは、人体に多大な影響を与える病原性微生

物や異物混入を排除することです。 
日頃から製造現場で行っている以下（１）～（５）の保守管理、害虫管理及び衛生管理

等（記入例）（Ｐ１～Ｐ４）に基づき、様式Ａ（Ｐ９～Ｐ１０）に従い自社での一般衛生管

理計画を作成し、(1)～（５）に添付した記録様式を参考に、継続的に衛生管理を実施する

とともに、従業員に対し定期的に衛生管理について指導・徹底を図りましょう。 
なお、一般衛生管理について別紙２「一般衛生管理手順書」（Ｐ１１～Ｐ１３）として要

約していますので、工場周辺、作業場、製造工程及び従業員等について一般衛生管理を徹

底するための参考にして下さい。 
 

(1)施設・設備の衛生・保守管理  

施設・設備の衛生・保守管理及び廃棄物置場の点検（様式１－１、１－２に記入） 
(1)   定期的（月に 1回以上） 

 施設・設備の周辺を確認する。 

 

  ゴミや汚れがあれば清掃する。 

 異常個所の修繕を行う。 

 

(2)製造設備及び機械器具の保守管理 

①製造設備及び機械器具の保守点検（様式２－１に記入） 
(2)-① 
 
 

  作業開始前 

  部品や機械器具の異常音の有無、オイル漏れ、破損、

数量等を確認する。 
  機械部品や機械器具の異常・破損が確認された場合

は原因を調査し対策を行う。 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

いつ 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

１．一般衛生管理計画  

１－１．製造工程図  
 米粉（含む玄米茶用原料）の基本的な製造工程図は、別紙１（別添１「生粉製品：ベー

ター型」（Ｐ６）、別添２「糊化製品：アルファ型（Ｐ７）、別添３「玄米茶用原料：焙煎米、

花」（Ｐ８））のとおりです。 
１－２．一般衛生管理のポイント  
 米穀粉等を原料とした製品については、過去、製品に由来する重大な食品事故は発生し

ておりませんが、衛生管理を行う際のポイントは、人体に多大な影響を与える病原性微生

物や異物混入を排除することです。 
日頃から製造現場で行っている以下（１）～（５）の保守管理、害虫管理及び衛生管理

等（記入例）（Ｐ１～Ｐ４）に基づき、様式Ａ（Ｐ９～Ｐ１０）に従い自社での一般衛生管

理計画を作成し、（１）～（５）に記載している記録様式（Ｐ２６～Ｐ３２）及び記載例（Ｐ

１８～Ｐ２５）を参考に、継続的に衛生管理を実施するとともに、従業員に対し定期的に

衛生管理について指導・徹底を図りましょう。 
なお、一般衛生管理について別紙２「一般衛生管理手順書」（Ｐ１１～Ｐ１３）として要

約していますので、工場周辺、作業場、製造工程及び従業員等について一般衛生管理を徹

底するための参考にして下さい。 
 

いつ 
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②トイレの清掃（様式１－１に記入） 
(2)-②  定期的（週に 1回 以上） 

 
トイレ内を清掃する。 

 

 汚れが目立つ場合は、製造作業着とは別の服で、早急に

清掃する。 

 

(3)給排水及び害虫の管理 

①使用水の管理（様式１－１，１－２に記入） 
(3)-①  定期的（年に 1 回以上） 

 食品製造用水使用を基本とし、井戸水を使用する場合は、

水質検査を実施する。貯水槽は清掃・水質検査を行う。 

 数値が逸脱していた場合は使用を停止し、対策を行う。

貯水槽は洗浄・消毒を行う。 
 
②排水及び廃棄物の管理（様式１－１，１－２に記入） 

(3)-②  定期的（年に 1 回以上） 

 排水溝は清潔に保ち水が流れることを確認する。 
廃棄物は指定場所に移されているか確認する。 

 排水溝の場合、水の流れを改善する。 
廃棄物の場合は、早急に指定の場所に移動する。 

 
③鼠族・昆虫対策（様式１－１．１－２に記入） 

(3)-③  定期的（週に１回） 

 鼠族・昆虫の痕跡がないかを確認する。 
 

 駆除対策を行う。 
 

どのよう

に 

問題があ

った時 

いつ 

どのよう

に 

問題があ

った時 

いつ 

ど の よ う

に 

問題が あ

った時 

いつ 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

いつ 
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(4)製品等の取り扱い 

原料の受け入れ（納品書を活用） 
(4)③  原料の受け入れ時及び保管中から使用直前 

 汚れ、破損等が無いか目視確認する。 
 

 汚れ、破損等が確認された場合、良品と分けて保管し、

原因の特定や処分等を行い、納品書にその旨記載。 
 

(5) 食品取扱者の衛生管理 

①衛生管理（様式３に記入） 
(5)-①  作業時 

 指定の作業服、帽子、必要に応じて手袋及びマスクを正

しく着用する。 
 正しく着用できていない場合、一時作業を中止し、正し

く着用させる。 

 
②健康状態の把握（様式３に記入） 
(5)-②  作業開始前 

 従業員の健康状態（発熱、下痢、嘔吐、手指の傷等）を

確認する 
 状況により作業に従事させない、もしくは製品に直接触

れない部署等への配置転換を行う。 

 
③手洗い（様式３） 
(5)-③  作業場に入るたび 

 必ず手洗いを行う。 
 

 手洗いが行われていない場合、すぐに手洗いを行わせ

る。製品に触れた場合は廃棄する。 

 

いつ 

どのよう

に 

問題があ

った時 

いつ 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

いつ 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

いつ 

どのよう

に 

問題があ

った時 
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④遵守事項（様式３に記入） 
(5)-④  製造施設内に入る際 

 作業に無関係な物品を持ち込まない。 
 

 作業に無関係な物品の持ち込みを確認した場合、物品を

作業場から出し、破損や紛失が無いか確認する。 
 

２．重点的に管理するポイント 

２－１．製造工程での衛生管理 
（１）生物的危害要因の評価 

米穀粉等を原料とした製品の製造工程におけるハザード分析結果からすると、穀粉の 
製造は、その工程において、乾燥、乾燥・加熱、又は焙煎が行われており、その最終製 
品の水分含有率は一般的には１６％以下、その水分活性値は０.６９程度であることから、 
微生物が増殖する危険性は極めて低いと考えられ（別表（Ｐ５）参照）、ＨＡＣＣ 
Ｐにおける生物的危害要因に対する重要管理点（CCP）は無い製品になります。 
また、有害微生物による汚染や、作業者を介在したノロウィルスによる汚染を防止し、 

より一層の安全性を希求するため、一般的衛生管理の項目に従って製造現場や施設周辺 
の衛生管理に努めましょう。 

（２）製造工程での点検・記録の徹底 
一般的に米穀粉等を原料とした製品（粉体）の製造工程はシフター（ふるい等）を使 

用する事により原料や作業工程上での異物を除去する事が可能です。また、シフター通 
過後の工程において、機械部品等の破損等により極めて稀に金属異物等が製品に混入す 
る恐れがあるので、シフターやシフター通過以降の製造設備の点検及び記録をしっかり 
行い、万が一混入してしまった異物は確実に除去しましょう。 

 
２－２重点的に管理するポイントでの衛生管理 
重点的に管理するポイントでの衛生管理については、別紙３（記入例）（Ｐ１４～Ｐ１５）

に掲出しています。この記入例に基づく様式Ｂ（Ｐ１６～Ｐ１７）に従い、自社の重点的

に管理する「衛生管理計画」を作成し、継続的に衛生管理を実施しましょう。 
ックを実施するとともに、実行上の問題点について検証し、定期的に全体の振り返 

いつ 

ど の よ う

に 

問題があ

った時 

２．重点的に管理するポイント 

２－１．製造工程での衛生管理  
（１）生物的危害要因の評価 

米穀粉等を原料とした製品の製造工程におけるハザード分析結果からすると、穀粉の 
製造は、その工程において、乾燥、乾燥・加熱、又は焙煎が行われており、その最終製 
品の水分含有率は一般的には１６％以下、その水分活性値は０.６９程度であることから、 
微生物が増殖する危険性は極めて低いと考えられ（別表（Ｐ５）参照）、ＨＡＣＣＰにお 
ける生物的危害要因に対する重要管理点（CCP）は無い製品になります。 
しかし、製品中で増殖はしませんが細菌が存在している可能性があります。また、他の

有害微生物や、作業者を介在したノロウィルスを含む有害微生物による汚染を防止し、

一層の安全性を希求するため、一般的衛生管理の項目に従って製造現場や施設周辺の衛

生管理に努めましょう。 
（２）製造工程での点検・記録の徹底 

一般的に米穀粉等を原料とした製品（粉体）の製造工程はシフター（ふるい等）を使 
用する事により原料や作業工程上での異物を除去する事が可能です。また、シフター通 
過後の工程において、機械部品等の破損等により極めて稀に金属異物等が製品に混入す 
る恐れがあるので、シフターやシフター通過以降の製造設備の点検及び記録をしっかり 
行い、万が一混入してしまった異物は確実に除去しましょう。 

 
２－２重点的に管理するポイントでの衛生管理  
重点的に管理するポイントでの衛生管理については、別紙３（記載例）（Ｐ１４～Ｐ１５）

に掲出しています。この記入例に基づく様式Ｂ（Ｐ１６～Ｐ１７）に従い、自社の重点的に

管理する「衛生管理計画」を作成し、継続的に衛生管理を実施しましょう。 
 

３．振り返り 

  ＨＡＣＣＰの考え方に基づき作成した「衛生管理計画」（一般衛生管理のポイン 
ト及び重点的に管理するポイント）については、作成した記録をもとに計画のチェ 
ックを実施するとともに、実行上の問題点について検証し、定期的に全体の振り返 
りを行い、よりブラッシュアップして行きましょう。 

 



（ 別

<
3
.9

3
.9

～
<
4
.2

4
.2

-
4
.6

>
4
.6

-
5
.0

>
5
.0

-
5
.4

>
5
.4

表

<
0
.8

8
N

G
N

G
N

G
N

G
N

G
N

G
）

0
.8

8
-
0
.9

0
N

G
N

G
N

G
N

G
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
>
0
.9

0
-
0
.9

2
N

G
N

G
N

G
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

>
0
.9

2
-
0
.9

4
N

G
N

G
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
セ

レ
ウ

ス
菌

セ
レ

ウ
ス

菌
セ

レ
ウ

ス
菌

サ
ル

モ
ネ

ラ
ボ

ツ
リ

ヌ
ス

菌
ボ

ツ
リ

ヌ
ス

菌
ボ

ツ
リ

ヌ
ス

菌
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
サ

ル
モ

ネ
ラ

サ
ル

モ
ネ

ラ
サ

ル
モ

ネ
ラ

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
>
0
.9

4
-
0
.9

6
N

G
N

G
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
セ

レ
ウ

ス
菌

セ
レ

ウ
ス

菌
セ

レ
ウ

ス
菌

病
原

性
大

腸
菌

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

サ
ル

モ
ネ

ラ
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
ウ

ェ
ル

シ
ュ

菌
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

病
原

性
大

腸
菌

病
原

性
大

腸
菌

リ
ス

テ
リ

ア
・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
サ

ル
モ

ネ
ラ

サ
ル

モ
ネ

ラ
病

原
性

大
腸

菌

5

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

サ
ル

モ
ネ

ラ
腸

炎
ビ

ブ
リ

オ
腸

炎
ビ

ブ
リ

オ
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

腸
炎

ビ
ブ

リ
オ

>
0
.9

6
N

G
サ

ル
モ

ネ
ラ

病
原

性
大

腸
菌

セ
レ

ウ
ス

菌
セ

レ
ウ

ス
菌

セ
レ

ウ
ス

菌
サ

ル
モ

ネ
ラ

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
菌

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
ウ

ェ
ル

シ
ュ

菌
病

原
性

大
腸

菌
病

原
性

大
腸

菌
リ

ス
テ

リ
ア

・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
訳

注
：

サ
ル

モ
ネ

ラ
サ

ル
モ

ネ
ラ

病
原

性
大

腸
菌

リ
ス

テ
リ

ア
・
モ

ノ
サ

イ
ト

ゲ
ネ

ス
の

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
黄

色
ブ

ド
ウ

球
菌

サ
ル

モ
ネ

ラ
記

載
漏

れ
と

思
わ

れ
る

腸
炎

ビ
ブ

リ
オ

腸
炎

ビ
ブ

リ
オ

黄
色

ブ
ド

ウ
球

菌
ビ

ブ
リ

オ
・
バ

ル
ニ

フ
ィ

カ
ス

腸
炎

ビ
ブ

リ
オ

ビ
ブ

リ
オ

・
バ

ル
ニ

フ
ィ

カ
ス

注
: 
１

．
水

分
活

性
の

デ
ー

タ
は

、
Ｐ

Ｍ
Ｐ

（
1
0
6
）
、

C
o
m

B
as

e
 p

re
d
ic

to
r（

5
0
）
、

C
o
m

B
as

e
 デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（
4
9
）
、

ま
た

は
査

読
済

み
発

表
論

文
に

基
づ

く
。

　
  
 ２

．
病

原
菌

は
カ

ン
ピ

ロ
バ

ク
タ

ー
属

、
赤

痢
菌

、
エ

ル
シ

ニ
ア

・
エ

ン
テ

ロ
コ

リ
チ

カ
は

、
一

覧
に

あ
る

病
原

菌
を

対
処

し
て

い
る

際
は

通
常

管
理

さ
れ

て
い

る
た

め
、

こ
こ

で
は

登
場

し
な

い
。

  
 　

３
．

N
G

は
増

殖
な

し
を

示
す

（
病

原
菌

増
殖

は
な

い
と

予
想

さ
れ

る
が

、
組

成
ま

た
は

工
程

に
よ

る
不

活
化

試
験

が
ま

だ
必

要
な

こ
と

も
あ

る
）
。

出
典

：
N

A
C

M
C

F
,P

ar
am

e
n
te

rs
 f
o
r 

d
e
te

rm
in

in
g 

in
o
c
u
la

te
d
 p

ac
k/

c
h
al

le
n
ge

 s
tu

d
y 

p
ro

to
c
o
ls

.J
.o

f 
F
o
o
d
 P

ro
te

c
ti
o
n
,7

3
, 
1
4
0
-
2
0
2
, 
2
0
1
0

食
品

ｐ
Ｈ

と
水

分
活

性
の

相
互

作
用

に
基

づ
き

増
殖

試
験

で
懸

念
さ

れ
る

病
原

菌
ｐ

Ｈ
水

分
活

性



�



�



�



9 

（様式Ａ） 

衛生管理計画（一般衛生管理のポイント） 

(1)  

施設・設備

の衛生・保

守管理 

   毎月 回 その他（   ） 

 
   

  
 

(2)-① 

製造設備及

び機械器具

の保守点検 

 

   作業開始前  その他（     ） 

 
 

 
     

(2)-② 

トイレの清

掃 

   毎週 回   その他（     ） 

 
  

 
  

(3)-① 

使用水の管

理 

   年  回   その他（    ） 

 
  

 
  

(3)-② 

排水及び廃

棄物の管理 

   年  回    その他（     ） 

 
  

 

   
 

 
 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 
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(3)-③ 

そ族・昆虫

対策 

   週  回   その他（   ） 

 
  

 
  

(4)-③ 

原料の受け

入れ 

   原料の受け入れ時  その他（   ） 

 
 

 
 

(5)-① 

衛生管理 

   作業時    その他（    ） 

 
 

 
 

(5)-② 

健康状態の

把握 

   作業開始前  作業中  その他（   ） 

 
 

 
 

(5)-③ 

手洗い 

   作業場に入るたび  その他（    ） 

 
 

 
 

(5)-④ 

遵守事項 

   製造施設内に入る際   その他（     ） 

 
 

 
 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 

いつ 

どのように 

問題があっ

た時 
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 一般衛生管理手順書  
 対 象 点検の手順・方法など 点検方法 

 
 

従業員 

作業服、 
身だしなみ 

①指定の作業服、帽子、靴（必要に応じ手袋、マスク）を着用し汚れ

はないかを確認する。（作業開始前） 
②帽子又はネット着用時に髪がはみ出していないか確認する。(作業

開始前) 

目視で相互確

認 

手洗い ①手洗いは「手洗いマニュアル」に準じて行う。（作業開始前） 相互確認 
健康状態 ①発熱、下痢、嘔吐、手指の傷等健康状態を確認し、異常がある場合

は作業の配置替えを行う。（作業開始前） 
②管理者は定期健診を通じて従業員の健康維持に務める。（年 1 回） 

自己申告及び

確認 

 
 

工場 
周辺 

工場周辺 ①月１回以上ほうきで掃除する。ゴミがあればその都度実施。 
②雑草があれば、草取りをする。（月１回以上） 

目視確認 
 

荷受場所 
 

①月１回以上ほうきで掃除する。ゴミがあればその都度実施。 
 

目視確認 
 

廃棄物置場 ①廃棄物は分類毎に整備され指定場所に置かれているかどうかを

確認する。（月１回以上） 
目視確認 
 

排水溝 ①排水溝は清潔に保ち水が流れることを確認する。 目視確認 
 
 
 
 

 
作業場 

原料の受け

入れ 
①汚れ、破損等がないか確認する。（受入時） 
②アレルゲン（特定原材料）は区分管理をする。 

目視確認 
 

張込場所 
  

①床が白っぽくなったらほうきや掃除機等で清掃する（使用毎） 
②異品種に切り替わる場合及びアレルギー物質を含む原料を使用し

た場合は必ず清掃する。 
③作業終了時に清掃する。 

目視確認 
残留物がない 

使用水 ①使用水は食品製造用水使用を基本とし、井戸水を使用する場合は、

水質検査を行う。（年１回以上） 
②貯水槽は清掃・水質検査を行う。（年１回以上） 

定期点検 

充填場所 
 

①床が白っぽくなったらほうきや掃除機等で清掃する（使用毎） 
②異品種に切り替わる場合及びアレルギー物質を含む原料を使用し

た場合は必ず清掃する。 
③作業終了時に清掃する。 

目視確認 
残留物がない 

包装場所 ①ほうきや掃除機等で清掃する。（使用毎） 
②作業台の下も清掃する。 

目視確認 
残留物がない 

照度及び照

明器具 
①照明設備に不備がないか（蛍光灯切れ等）を確認する。（作業開

始前） 
②切れた蛍光灯は新しいものに交換する。 

目視確認 

換気設備 ①換気扇等に汚れはないか定期的に確認する。 
②汚れがあった場合は、早急に確認する。 

目視確認 

 
 
 
 

機械 
器具 

精米機 ①機械の表面が汚れたら、ほうきや掃除機等で清掃する（使用毎） 
②異品種に切り替わる場合及びアレルギー物質を含む原料を使用し

た後は必ず清掃する。 

目視確認 
付着物がない 

洗米機 ①内部にぬかやちりが付着していたら水洗する。(使用毎) 目視確認 
付着物がない 

製粉機 ①機械の表面が汚れたら、ブラシや掃除機等で清掃する（使用毎） 
②異品種に切り替わる場合及びアレルギー物質を含む原料を使用し

目視確認 
付着物がない 

別紙２ 
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た後は必ず清掃する。 
シフター ①目に粉体が付着し、通りが悪くなったらエアーや掃除機等で清

掃する。 
目視確認 
付着物がない 

乾燥機 ①作業終了時に清掃をする。 目視確認 
蒸し機 ①作業終了時に清掃をする。 目視確認 
冷却器 ①作業終了時に清掃をする。 目視確認 

金属検出機 ①付着物、汚れをふき取る。（使用毎） 目視確認 
付着物がない 

計量器 ①作業終了時に清掃する。 目視確認 
付着物がない 

作業場

外 
トイレ ①便器、手洗い設備のふき掃除をする。（随時） 

②床をモップ等で清掃する。 
目視確認 
汚れがない 

(注)機械器具は、企業毎に設置機械が異なるので、実態に即して対象機械を記載する。 
 



（２～9までをくり返す）
2度洗いで菌やウイルスを洗い流しましょう。

２度洗いが効果的です！

流水で手を洗
う

1
指先を洗う

7

洗浄剤を手に
取る

2
手首を洗う

8

手のひら、指
の腹面を洗う

3
洗浄剤を十分な
流水でよく洗い
流す

9

手の甲、指の
背を洗う

4
手を拭き乾燥さ
せる

10

指の間（側面）、
股（付け根）を
洗う

5
アルコールに
よる消毒
（爪下・爪周辺に直
接かけた後、手指全
体によく擦り込む）

11

親指・拇指球（親
指の付け根のふ
くらみ）を洗う

6

ー 基本の手洗い手順 －

制作：公益社団法人日本食品衛生協会
http://www.n-shokuei.jp/
＜転載･放送･複写禁＞　［K001］
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